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參、推動期程 

配合推動方案（第一期階段管制目標）及行動方案期程規劃，
以 107 年至 109 年為主要推動期程；預計期程分別如下： 

第一期：自 107 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日。 

第二期：自 110 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。 

第三期：自 115 年 1 月 1 日至 119 年 12 月 31 日。 

第四期：自 120 年 1 月 1 日至 124 年 12 月 31 日。 

第五期：自 125 年 1 月 1 日至 129 年 12 月 31 日。 

第六期：自 130 年 1 月 1 日至 134 年 12 月 31 日。 

第七期：自 135 年 1 月 1 日至 139 年 12 月 31 日。 

  


